
  

 

 

 

 

 

皆様おめでとうございます！ 

 

 

      

発行:高知市商工観光部 
産業政策課 

TEL:088-823-9456  
FAX:088-823-9492 



令和５年 10 月８日から高知
県最低賃金は、 

１時間 です。

●最低賃金についてのお問い合わせ先 

高知労働局 賃金室 

(℡ 088-885-6024） 

高知労働基準監督署 

 (℡ 088-885-6031）

 

 

 

 

 

 

「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の方

との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側

の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。 

令和５年 11 月１日時点の登録企業は全国で「36,778 社」で、高知県では 180 社が宣言し

ています。 

宣言をすると、（公財）全国中小企業振興

機関協会が運営するポータルサイト上に公表

され、「パートナーシップ構築宣言ロゴマー

ク」を使うことができます。さらに、国の一

部の補助金は加点措置が受けられる等、優遇

措置が受けられます。 

●宣言の内容 

取引先との共存共栄の取組や、「取引条件

のしわ寄せ」防止について、以下のような内

容を代表者の名前で宣言します。 

 

 

 

 

 

 

 

●詳しくは下記サイトをご覧ください。 

「パートナーシップ構築宣言」 
ポータルサイト 
https://www.biz-partnership.jp/ 

 

  
 

令和２年４月から全面施行された

改正健康増進法では,  第二種施設

（店舗・職場等）は原則屋内禁煙

です。 

施設に出入り口付近に，灰皿や喫煙器具を設置して

いませんか？喫煙場所からの煙が，屋内や近隣に流

れていませんか？ 

※喫煙が禁止されていない屋外であっても，喫煙の

際は周囲の状況に配慮する必要があります。 

 
高知市保健所健康増進課 TEL：803-8005 


